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は じ め に 

平成 18 年に自殺対策基本法が制定されて以降、「個人

の問題」と認識されがちであった自殺は広く「社会の問

題」として認識されるようになり、国を挙げて自殺対策

を総合的に推進した結果、国の自殺者数は３万人台から

２万人台に減少するなど着実に成果を上げてきました。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々

な問題が悪化したことなどにより、令和２年の自殺者総数においては 11 年ぶり

に前年を上回りました。 

当市においては、令和元年以降自殺者数が 10 人を超えることはなく横ばいで

推移していますが、構成割合としては依然として高齢者層が多い状況が続いて

います。 

こうした中、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、平

成 30 年に「糸魚川市自殺対策計画」を策定し、生きることの包括的な支援とし

ての自殺対策を推進してきました。この度、令和４年 10 月に閣議決定された「新

たな自殺総合対策大綱」をふまえ、令和６年度から令和 10 年度までを計画期間

とする「第２次糸魚川市自殺対策計画」を策定しました。 

自殺は様々な社会的要因による「追い込まれた末の死」であり、自殺の背景

には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、孤立

など様々な社会的要因があり、それらが複雑に絡まり起きると言われています。

そのため、一人ひとりが抱える課題を早期に発見して対策を講じることが重要

です。 

本計画をもとに、本市の関係機関・関係団体をはじめ、市民の皆様の一層の

ご理解とご協力のもと、自殺対策の視点をもって本来の業務を含む「生きるこ

との包括的支援」を展開し、市民の皆様が生きがいを持ち、地域で安心して暮

らすことができる「誰も自殺に追い込まれることのない糸魚川市の実現」を目

指してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました皆様に心か

ら感謝申し上げます。 

令和６年 ３月 

糸魚川市長 米田 徹 



目   次 

第１章 計画見直しの趣旨 
１ 計画見直しの趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ ＳＤＧｓの視点を踏まえた取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

５ 計画の数値目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

６ 前計画の評価結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第２章 自殺の現状 
１ 自殺に関する統計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

２ 自殺者数と自殺死亡率の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３ 自殺者の性・年代別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

４ 自殺者の職業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

５ 自殺者の同居人の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

６ 自殺の原因・動機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

７ 自殺者の自殺未遂歴の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

８ 地域自殺実態プロファイル（2023）抜粋・・・・・・・・・・・・・・・13 

９ 本市の主な自殺の特徴と背景等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

  
第３章 計画の推進  

１ 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

２ 施策の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

３ 基本施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

４ 重点施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 
第４章 基本施策の具体的な取組 

１ 地域におけるネットワークの強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

２ 自殺対策を支える人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

３ 市民への啓発と周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

４ 自殺未遂者等への支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

５ 自死遺族等への支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

６ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育・・・・・・・・・・・・・・・26 

 
第５章 重点施策の具体的な取組 

１ 高齢者の自殺対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

２ 勤務問題に関わる自殺対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

３ 子ども・若者の自殺対策の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

 

第６章 生きる支援の関連施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

   

第７章 計画の推進体制 
１ それぞれの役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

２ 糸魚川市健康づくり推進協議会及び自殺対策庁内委員会の取組・・・・・33 

３ 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 



第１章 見直しの趣旨 

1 

 

健康日本 21(第二次) 

（  

健康にいがた 21(第２次) 

第２次健康いといがわ 21 

 

糸魚川市自殺対策計画 

 

自殺対策基本法/自殺総合対策大綱 

（  

新潟県自殺対策計画 

第３次糸魚川市総合計画 

親子保健計画          地域福祉計画 

子ども・子育て支援事業計画   ささえあいプラン 

子ども一貫教育基本計画     高齢者福祉計画 

生涯学習推進計画        介護保険事業計画 

まち・ひと・しごと創生総合戦略       

まち・ひと・しごと創生人口ビジョン  ほか 

その他関連計画 

 

第１章 計画見直しの趣旨 
 

 

１ 計画見直しの趣旨 

本市では、「自殺対策基本法」に基づき、自殺対策を推進する指針となる「糸魚

川市自殺対策計画」を平成 30 年 12 月に策定し、こころの健康問題への理解促進、

若年層と高齢者への自殺対策の強化を重点施策として推進してきました。当市の自

殺者数は横ばいで推移しており、目標値とした自殺死亡率 14.5 を下回る水準には

達していません。したがって、この度計画期間に合わせて評価を行い、令和４年に

閣議決定された新たな「自殺総合対策大綱」を踏まえて見直したものです。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、「自殺総合対策大綱」及び「新潟県自殺対策計画」を踏まえ、自殺対

策基本法第 13 条第２項（市町村自殺対策計画）の規定に基づき、また、第３次糸

魚川市総合計画の下位計画である「第２次健康いといがわ 21」の「休養・こころ

の健康」の領域別計画としての位置付けです。 
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３ ＳＤＧｓの視点を踏まえた取組の推進 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成 27 年の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された国際目標です。 

ＳＤＧｓでは、「誰一人取り残さない」世界の実現の理念に、経済・社会・環境

をめぐる広範囲な課題に対する総合的な取組が示されています。 

国の「自殺総合対策大綱」において、自殺対策はＳＤＧｓの達成に向けた政策

としての理念を持ち合わせるものであると示されていることを受け、本計画にお

ける施策の推進が当該目標の達成に資するものとして位置づけます。 

 

 

○本計画に掲げる施策と特に関連するＳＤＧｓの目標 
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４ 計画の期間 

 本計画は、令和６年度から令和 10 年度までの５か年計画とします。 

 また、計画の進捗や国の動向、社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じ

た見直しを行います。 

 
 

令和５
年度 

令和６
年度 

令和７
年度 

令和８
年度 

令和９
年度 

令和 10
年度 

第３次糸魚川市総合計画 

  

    

 
第２次健康いといがわ 21 
 
 
 
 
第３次健康いといがわ 21 
 

 

 

  

  

 

糸魚川市自殺対策計画 

 

 

 

第２次 

糸魚川市自殺対策計画 

 
 

    

 

５ 計画の数値目標 

自殺対策基本法で示されているように、自殺対策を通じて最終的に目指すのは、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現です。国は、平成 29 年７月に

閣議決定された「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現を目指して～」において、令和８年までに自殺死亡率を平成 27 年と比べて

30％以上減少（13.0 以下）させることを政府の進める自殺対策の目標として定め、

対策を講じてきました。その目標は、令和４年 10 月に閣議決定された新たな国の

自殺総合対策大綱においても引き続きの目標となっています。 

 本市は人口規模が小さく、自殺死亡数のわずかな増減で死亡率が大きく変動し

ます。したがって、国の方針を踏まえた上で、本市では本計画の目標値について、

令和８年を含む令和６年から令和 10 年までの５年間の平均自殺死亡率を 13.0 以

下まで減少させることとします。 

 

計画の推進 

計画の推進 

計画の推進・見直し 

改訂作業・公表 

計画の推進 

改訂作業 

公表 

計画の推進  
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項目 目標値 目標値の期間 根拠 

自殺死亡率 

 

人口 10 万人当たり

の自殺者数  

出典：新潟県 人口

動態統計 

13.0 以下 

 

 

 

 

令和６年から
令和 10年まで 

 

大綱の数値目標と同様の

数値目標とする。しかし

当市では人口規模が小さ

いため、５年間の平均値

とする。 

 

 

６ 前計画の評価結果について 

前計画策定後、５つの基本施策の全 55 事業について、自殺対策の視点をもって

計画内容を実施したか、どの程度達成できたか等、年度ごとに各担当課へ確認し、

評価を行いました。 

 

 

○年度ごとの事業評価 

 

 

 

令和２年度以降、新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急事態宣言の発出

や不要不急の外出自粛等により様々な事業が中止になりました。これに伴い、計

画していた事業のうち一部または全部が実施できない状況となりました。この間

は、広報・ホームページ・オンライン等を活用した普及啓発事業を中心に取り組

みました。令和４年度に入るとコロナ禍が徐々に落ち着きはじめ、感染対策を実

施した上での事業の再開ができました。 
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○成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 第３次糸魚川市親子保健計画より（全国学力・学習状況調査）  

＊２ 第８期糸魚川市介護保険事業計画より 

＊３ 総合計画市民アンケート調査結果より 

＊４ 健康いといがわ 21 より  集計方法の変更あり、H28 数値を再集計 

 

自殺対策は、安心・健やかな暮らしが土台であり、家庭や学校、職場、地域な

ど社会全般に深く関係しています。これらの観点から、自殺死亡率だけではなく、

こころの健康の保持増進に関すること、地域コミュニティ等による支援に関する

事を成果指標として設定しました。指標１については目標値を達成しましたが、

指標２から５についてはまだ達成には至っておらず、安心・健やかな暮らしのた

めの積極的な取り組みが必要です。 

自殺死亡率については、前計画で設定した推進期間（平成 31 年～令和５年）の

平均自殺死亡率は 18.5 となっており、目標値に達することはできませんでした。

コロナ禍の影響もあり、十分な取組ができなかったことも一因として考えられま

す。引き続き全庁一丸となって各取組を実施していく必要があります。 

 

○当市の自殺死亡率の目標値と実際値 

 

 

 



第２章 自殺の現状 

6 

 

 

第２章 自殺の現状 
 

 

１ 自殺に関する統計 

本章の分析に当たっては、厚生労働省の「人口動態統計」と「地域における自

殺の基礎資料」２種類の統計があり、この２つの統計値を用いて現状を分析しま

した。なお、両統計には以下のような違いがあります。 

 

 

「人口動態統計」と「地域における自殺の基礎資料」の違い 
 

 「人口動態統計」 「地域における自殺の基礎資料」 

調査対象 日本における日本人のみ 
日本における外国人を含めた全

ての人 

調査時点 住居地を基にした死亡時点 発見地を基にした死体発見時点 

事務手続 

死亡診断書等による。 

 

 

自殺、他殺、あるいは事故死のい

ずれか不明のときは自殺以外で

処理しており、死亡診断書につい

て作成者からの自殺の訂正報告

がない場合は、自殺に計上してい

ない。 

警察の捜査等により作成した、自

殺統計原票による。 

 

捜査等により、自殺であると判明

した時点で、自殺統計原票を作成

し、計上している。 

      

 

 

統計の見方 

１）「自殺死亡率」は、人口 10 万人当たりの自殺者数を表しています。 

２）本章では、40 歳未満を「若年層」、40 歳から 59 歳までを「中高年層」、60 歳 

以上を「高齢層」として年代を区分しています。 

３）「ｎ」は、集計対象総数(自殺者総数等)を表しています。 

４）「％」は、それぞれの割合を小数点第２位で四捨五入して算出しています。  
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２ 自殺者数と自殺死亡率の推移 

 過去 10 年間の自殺統計では、平成 30 年が特異的に 17 人と多いのですが、その

他の年は 10 人前後で推移しています。令和元年以降は 10 人を超えることはあり

ませんが、横ばいで推移しています。男女別でみると、男性の自殺者数が７割超

を占めています。しかし、ここ５年間では男性の占める割合が７割弱となり、少

しずつ女性の占める割合が増えています。 

 

図 1 糸魚川市 自殺者数の推移(平成 26 年～令和５年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口規模の小さい本市においては、年により自殺死亡率は大きく増減します。

国や県の自殺死亡率を上回る年もありますが、ここ 10 年間では増減を繰り返し、

横ばいの状況が続いています。 

 

図 2 糸魚川市 自殺死亡率の推移(平成 25 年～令和４年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 
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３ 自殺者の性・年代別 

性・年代別の過去５年間の自殺の状況は、男性が 68％を占め、男女ともに高齢

者層の割合が最も大きくなっています。〔図３〕さらに、高齢者を年代別で見ると、

男女ともに 80 歳以上の自殺が最も多くなっています。特に 80 歳以上の女性は顕

著に多くなっています。〔図４〕 

また、近年の推移を見ると、若年層では低い値を維持していますが、男性の中

高年層、高齢者層は増加・減少を繰り返しています。〔図５〕 

 

図３ 糸魚川市 自殺者数の性別年代別構成割合(令和元年～令和５年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 糸魚川市 高齢者層 性・年代別自殺者数(令和元年～令和５年計) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ｎ＝39 

男性 

26 人（67％） 

 

 

女性 

13 人（33％） 

 

 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 
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出典：いのち支える自殺対策推進センター  

地域自殺実態プロファイル 2023 

 

図５ 糸魚川市 性・年代別自殺者数推移(平成 26 年～令和５年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

性・年代別の自殺者割合を県と比較すると、男性では、30 歳代、50 歳代、60

歳代、80 歳以上、女性では、80 歳以上が上回っています。特に女性の 80 歳以

上は県より突出して多い状況になっています。〔図６〕 

性・年代別の自殺死亡率を県と比較しても同様の傾向が分かります。〔図７〕 

 

図６ 性・年代別の自殺者割合（平成 30 年～令和４年計）         (％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 
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図７ 性・年代別の平均自殺死亡率（人口 10 万対 平成 30 年～令和４年計） 

 

 

 

 

 

 

出典：いのち支える自殺対策推進センター  

地域自殺実態プロファイル 2023 
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年代別の死因を見ると、自殺は 20 歳代から 60 歳代までの年齢層で上位に入っ

ています。〔表１〕 

 

表１ 年代別死因の状況(平成 29 年～令和３年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は、少数のため計上しない。 

出典：厚生労働省「人口動態統計」  

 

 

４ 自殺者の職業 

職業別では、無職者が７割近くを占める状況になっています。内訳を見ると、

退職者・高齢者の「年金・雇用保険等生活者」が最も多くなっています。〔図８〕 

 

図８ 糸魚川市 自殺者の職業別構成割合(平成 30 年～令和４年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有職者 

31.9％ 

 

 

無職者 

68.1％ 

 

 

ｎ＝47 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 
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５ 自殺者の同居人の有無 

同居人の有無別でみると、「同居人あり」が全体の 71％を占めています。 

〔図９〕「同居人なし」の割合は 23％であり、そのほとんどが男性となっています。 

 

図９ 糸魚川市 自殺者の同居人有無別構成割合(令和元年～令和５年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自殺の原因・動機 

自殺の原因・動機を見ると、「不詳」を除くと「健康問題」が最も多く、次いで

「家庭問題」「勤務問題」と続きます。自殺の原因・動機は様々な要因が複雑に関

係しており、「不詳」が最も多いことからも、より慎重な考察が必要となります。

〔図 10〕 

図 10 糸魚川市 自殺者の原因・動機別構成割合(平成 30 年～令和４年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 

遺書等の自殺を裏付ける資料により原因・動機を自殺者１人につき３つまで計上可能として

いるため、原因動機別自殺者数の総数と自殺者数は一致しない。  

 

ｎ＝39 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 
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７ 自殺者の自殺未遂歴の有無 

 自殺者における自殺未遂歴では、約 17％が自殺の未遂歴があります。自殺未遂

者への対策も不可欠となっています。〔図 11〕 

 

図 11 糸魚川市 自殺未遂歴有無別割合(平成 30 年～令和４年計) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省自殺対策推進室 地域における自殺の基礎資料 

 

８ 地域自殺実態プロファイル（2023）抜粋 

地域自殺対策実態プロファイルとは、地域における自殺対策の推進を支援する

ため、国の指定調査研究等法人いのち支える自殺対対策推進センター（JSCP）が、

各自治体の警察統計（自殺日・住居地）直近５年間の状況を基に分析・提供をす

るものです。 

本市においては、性別・年齢区分、職業と同居人の有無の状況で、以下の５区

分が重点対象群として抽出されました。〔表４〕 

  

表４ 糸魚川市の主な自殺の特徴(平成 30 年～令和４年計） 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」 2023 

ｎ＝47 
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※「背景にある主な自殺の危機経路」はライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したも

のであり、自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例 

・資料は警察庁自殺統計原票データを JSCP にて個別集計 

・区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順 

 

 

９ 本市の主な自殺の特徴と背景等 

これまで分析した本市の自殺の実態から、６つの特徴が見えてきました。 

① 近年の自殺者数は横ばいで推移しており、自殺死亡率で見ると増加傾向です。 

② 性別で見ると男性の方が自殺死亡率は高く、当市の女性の占める割合は増加

傾向にあります。 

③ 男性では、80 歳代の自殺死亡率が最も高いですが、30 歳代以降の働き盛りの

幅広い年代でも高くなっています。 

④ 女性では、80 歳以上の自殺死亡率が突出して高くなっています。また同居人

ありの割合が高く、同居家族であっても自殺の前兆に気付くことが難しいこ

とが推測されます。 

⑤ 男女とも近年の若年者の自殺死亡率は低い値を維持しています。しかし、死

因では上位となっており、放置できない問題です。 

⑥ 有職者より無職者の自殺者数が多くなっていますが、男女とも高齢者層の自

殺者数が多いためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 計画の推進 

15 

 

 

第３章 計画の推進 
 

１ 基本方針 

 令和４年 10 月に閣議決定された新たな「自殺総合対策大綱」を踏まえ、本市で

は以下の６点を自殺対策における「基本方針」とします。 

 

 

(１) 生きることの包括的な支援を推進 

    

個人においても、地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回

避能力等の「生きることへの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や

多重債務、生活苦等の「生きることへの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回

ったときに自殺リスクが高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生

きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低

下させる方向で推進する必要があります。自殺防止や遺族支援といった狭義の自

殺対策だけでなく、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取組を総動員して、

まさに「生きることの包括的な支援」として推進します。 

 

 

 

(２) 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防

ぐためには、精神保健的な視点だけではなく、社会・経済的な視点を含む総合的

な取組が重要です。 

自殺の要因となり得る孤独・孤立、生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこ

もり、性的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の取組が展開され

ています。連携の効果を更に高めるため、そうした様々な分野の生きる支援に当

たる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有することが重

要です。 

各種施策の連動性を高めていくことにより、誰もが住み慣れた地域で、適切な

支援を受けられるような総合的な取組を推進します。 
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(３) 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

 

自殺対策は社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援レベル」「地

域連携レベル」「社会制度のレベル」それぞれにおいて強力に、かつ、それらを

総合的に推進することが重要です。〔図 12〕 

また、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、現に起こり

つつある自殺発生の危機に介入する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生じ

てしまった場合等における「事後対応」の、それぞれの段階における家族・地域

の取組を推進します。加えて、「自殺の事前対応の：更に前段階での取組」とし

て、学校において、児童生徒を対象とした、いわゆる「ＳОＳの出し方に関する

教育」を推進します。 

 

図 12 三階層自殺対策連動モデル 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「市町村自殺対策計画策定の手引」 
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(４) 実践と啓発を両輪とした推進 

 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に

陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景へ

の理解を深め、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるとい

うことが、市民全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行います。 

家族や知人、同僚、全ての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている

人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら

見守っていけるよう、メンタルヘルスの理解促進も含めた広報・教育活動を推進

します。 

 

 

 

(５) 関係者の役割の明確化と連携・協働の推進 

 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、国、地方公

共団体、企業、関係団体、地域、家族、市民が連携・協働することが必要です。 

そのためには、それぞれが果たすべき役割を明確にするとともに、その情報を 

共有した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。自殺対策 

の目指す「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、市民一人

ひとりができる取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

(６) 自殺者等の名誉および生活の平穏への配慮 

  

自殺対策に関わる全ての人は、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族

等の名誉及び生活の平穏に十分配慮することが必要です。市、支援機関等、自殺

対策に関わる全ての人が、このことを認識して自殺対策に取り組む必要がありま

す。 
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２ 施策の体系 

 本市の自殺対策は、大きく２つの施策で構成されています。国が定める「地域

自殺対策政策パッケージ」で全ての市町村において取り組むべきとされる「基本

施策」と、本市の自殺の実態を踏まえて定めた「重点施策」を関連させ、地域の

課題に即した取組を推進します。 

 また、「生きる支援の関連施策」は、本市において既に行われている事業を、自

殺対策と連携して推進するために分類した施策群です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本施策 

 基本施策とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤の取

組のことです。以下に示す６つの基本施策それぞれを積極的かつ総合的に推進す

ることで、本市における自殺対策の基盤を強化します 

 

６つの基本施策 

 

(1)地域におけるネット 

ワークの強化  

自殺対策に特化したネットワークのほか、他の事業

を通じて地域に構築・展開されているネットワーク等

との連携強化を図り、自殺対策推進の基盤づくりを行

います。 

また、地域の自殺対策専門機関である糸魚川保健所、

上越地域いのちとこころの支援センターとの連携・協

働により、自殺対策を効果的に進めます。 

１．地域におけるネットワークの強化 

２．自殺対策を支える人材の育成 

３．住民への啓発と周知 

４. 自殺未遂者等への支援の充実 

５．自死遺族等への支援の充実 

６．児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

１．高齢者の自殺対策の推進 

２．勤務問題に関わる自殺対策 

の推進 

３．子ども・若者の自殺対策の

強化 

生きる支援の関連施策 

基本施策 重点施策 
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(3)住民への啓発と周知 

様々な啓発の機会を捉え、大切な家族や知人を守る

ことを目的に、自殺の実態や自殺に至る精神疾患の理

解、年齢に応じた自殺リスク、自殺予防のための見守

り支援について、より具体的な知識の啓発と情報発信

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)自殺対策を支える人材 

の育成 

様々な分野の支援者が、それぞれの対象者の自殺リ

スク及び支援方法を理解し、地域のネットワークの担

い手・支え手となるよう人材育成を進めます。 

特に高齢層への支援・理解の充実を図ります。 

(4)自殺未遂者等への支援

の充実 

地域において、かかりつけ医師等がうつ病と診断し

た人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい

て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑

に精神科医療や様々な分野の相談機関につなげる連携

体制の整備を推進します。 

(5)自死遺族等への支援の

充実 

自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が

悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ

けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも

なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対

する偏見を払拭し正しい理解を促進する普及啓発活動

に取り組みます。 

(6)児童生徒のＳＯＳの出 

し方に関する教育 

学校や地域において、全ての児童生徒が、自他を尊

重する意識、悩んだときの対処方法、こころの健康の

保ち方を学ぶ教育を推進します。 
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４ 重点施策 

本市の自殺死亡者は、高齢者の占める割合が高い状況が続いています。しかし、

各年代でも自殺で亡くなる方がいる状況もあり、それに合わせた対策が急務です。

当市の自殺者の原因や動機では「健康問題」「家庭問題」「勤務問題」が多い状

況です。これらは人生の中で誰もが直面する可能性のある問題であり、そうした

問題が起こった際に助けを求めることができる相談・支援先について、あらかじ

め知っておく必要があります。 

 こうした状況を踏まえ、本市では「高齢者の自殺対策の推進」「勤務問題に関

わる自殺対策の推進」「子ども・若者の自殺対策の強化」を重点的に進めます。 

 

３つの重点施策（地域の特性より）  

 

(1)高齢者の自殺対策の推 

 進 

本市における過去 10 年間(平成 26 年～令和５

年)の自殺者 94 人のうち 56 人（59.1％）が 60 歳

以上の高齢層で占められています。過去５年間（平

成 31 年～令和５年）の自殺死亡率で見ると、特に

80 歳以上の女性は県と比較しても顕著に高く、男

性も 60 歳代と 80 歳以上で県平均を上回っていま

す。 

高齢者は、配偶者や家族との死別や離別、身体

疾患をきっかけに、孤立や介護、生活困窮等の複

数の問題を抱える傾向にあります。このため、高

齢者本人を対象にした取組のみならず、高齢者を

支える家族や介護者等に対する支援も含めて自殺

対策の啓発と実践を強化します。 

  

(2)勤務問題に関わる自殺 

対策の推進 

本市の過去５年間（平成 30 年～令和４年）にお

ける自殺者数を見ると、有職者が 31.9％となって

います。また、30 歳代から 50 歳代の男性は当市の

自殺者数全体の３割を占めることから、働き盛り

世代の自殺は大きな課題です。 

 有職者の自殺の背景は必ずしも勤務問題だけで

はありませんが、配置転換や人間関係などの勤務

にまつわる様々な問題をきっかけに、退職や失業

を余儀なくされた結果、生活困窮や家庭内の不和

等が発生し、最終的に自殺のリスクが高まること

も想定されます。勤務問題に関わる自殺への対策
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は、国を挙げての重要課題となっています。この

ことから、本市でも地域の実態を踏まえて、積極

的に関係機関と連携し、対策を推進します。 

  

(3)子ども・若者の自殺対策 

の強化 

本市の過去 10 年間（平成 26 年～令和５年）の

自殺者数を見ると 20 歳未満の自殺者はいません。

若年層の自殺死亡率では０または全国や県と比較

して低い値を維持しています。しかし、30 歳代で

は男女とも国・県の自殺死亡率を上回っています。

自殺は本市の 20・30 歳代の死因の上位にあること、

20 歳代前後は精神疾患を発病しやすい年代である

こと、自殺の原因に健康問題が多い状況からも、

若者世代への対策は重要です。事業所等における

メンタルヘルス対策支援と併せ、早期に適切な医

療や支援が受けられるよう、学校、職域、医療、

福祉関係等関係機関の連携を強化します。 
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第４章 基本施策の具体的な取組 
 

 

 本計画では６つの基本施策について、既存の事業に加え、庁内関連分野で自殺

対策に寄与するものを見直し、包括的な取組を推進します。 

 また、地域の特性や課題に応じ事業の充実・強化を図りより効果的な取組とな

るよう努めます。 

 

１ 地域におけるネットワークの強化  

 自殺対策に特化したネットワークのほか、他の事業を通じて地域に構築・展開

されているネットワーク等との連携強化を図り、自殺対策推進の基盤づくりを行

います。  

  ○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  地域包括ケアシステム
の強化 

福祉事務所 
健康増進課 

できる限り住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活を実現できるよう、地域における医療・
介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的
な在宅医療・介護を提供するための体制の強
化・充実を図る。 

 

自殺未遂者等対策連携
検討会 

糸魚川保健所 

医療機関、警察、教育委員会、福祉等行政機関、
商工会議所や糸魚川労働基準協会など、課題・
協議のテーマにあわせ各団体の代表者が参集
し、自殺の現状と課題を共有して対策を協議す
る。 

○重  
高齢者等見守り支援 
ネットワーク 

福祉事務所 

地域見守りのほかに、民間の事業所の協力の下、
高齢者等の見守り支援を行う。高齢者の自殺リ
スクと実態について情報提供し、自殺予防の視
点を持ち、異変の早期発見、早期介入に努める。 

 集落支援員事業 企画定住課 
中山間地域における地域の活性化を目的に専門
職員を配置し、地域事業支援と日々の生活の見
守り支援を行う。 

 地域自立支援協議会 福祉事務所 
障害者の自立と社会参加を図るため、関係機関
のネットワークにより、地域課題を共有し、対
策を協議する。 

 
 要保護児童対策地域協

議会 
こども課 

虐待等の発生予防や早期発見に努め、子どもに
関する様々な相談に適切に対応し、継続的な支
援を行う。 

○重  健康づくり推進協議会 健康増進課 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、学校関係者、
高齢者団体、事業所、健康づくり団体等を構成
員とする協議会を開催し、自殺の現状と課題を
共有して対策を協議する。 

 

自殺対策庁内委員会 健康増進課 
市各部署の実務担当者を構成員とする委員会を
開催し、自殺の現状と課題を共有する。全庁的
に総合的かつ効果的な対策について検討する。  
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２ 自殺対策を支える人材の育成 

さまざまな分野の支援者が、それぞれの対象者の自殺リスク及び支援方法を理

解し、地域のネットワークの担い手・支え手となるよう人材育成を進めます。 

特に若年層、高齢者層への支援・理解の充実を図ります。 

 

  ○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  介護医療従事者研修 
福祉事務所 
健康増進課 

各々の対象者に応じた精神疾患の特徴を理解
し、自殺リスクの早期発見、早期対応の実践と
効果的な連携を図ることを目的にした研修会を
開催する。 

○重  障害者施設従事者研修 
福祉事務所 
健康増進課 

○重  
子育て支援及び教育関
係者研修 

こども課 
健康増進課 

 
市職員向けメンタルヘ
ルス研修会 

総務課 
健康増進課 

市民からの相談に応じる職員の心身両面の健康
の保持増進を図る研修を開催する。その際、市
民及び職員間においても心身の不調者に早く気
付き相談につなげることも目的とする。  

 
市民向け精神保健福祉
講座 

糸魚川保健所 
健康増進課 

心身の健康保持、ストレス対策、精神疾患の理
解、差別解消等市民向けの講座を開催し、身近
な人の不調に気付き、対応できる人材の養成を
進める。 

 
在宅医療・介護連携推
進事業 

福祉事務所 
健康増進課 

医療と介護職種のネットワークづくりに取り組
み、情報共有できる関係性の構築及びに職員の
資質・技能の向上を図る。 

○重  市内事業所向け研修 
糸魚川保健所 
商工観光課 
健康増進課 

事業所団体を通し、健康経営を目的に従業員の
健康づくり、メンタルヘルス対策研修を開催す
る。自殺予防の基礎知識の普及を行うことで、
職場の不調者に早期に気づき、支援につなぐこ
とができる人材の養成を進める。 

○重  
教職員 資質・指導力向
上事業 

こども教育課 
指導力を高める教職員研修を開催する。こども
の悩みや課題に応じた適切な指導や支援によ
り、教育相談体制の充実を図る。  

○重  
地域支援者自殺予防研
修 

健康増進課 

民生児童委員、老人クラブ連合会、見守りボラ
ンティア等を対象に、地域での見守り、声掛け
に活かせるよう、市民が直面しがちな様々な自
殺リスクと対応についての研修会を開催する。  
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３ 市民への啓発と周知 

 

 

様々な啓発の機会を捉え、自殺の実態や自殺に至る精神疾患の理解、年齢に応

じた自殺リスク、自殺予防のための見守り支援について、より具体的な知識の啓

発と情報発信を行います。 

  ○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  
各種健康教室、出前講
座の場を活用し、自殺
対策の啓発 

福祉事務所      
こども課 
健康増進課 

各種教室・講座の際に、短時間でも話題提供と
して自殺問題の啓発を行い、相談窓口等のリー
フレットを配布する。 
（若年層への啓発強化のため、新規に乳幼児健
診、親子教室等の場を活用） 

 救命講習 消防本部 
救命講習の機会に、全年齢を対象とした自殺対
策の啓発リーフレットを配布する。  

○重  
働く世代の健康づくり
事業 

糸魚川保健所 
健康増進課 

中小事業所の従業員の健康管理、こころの健康
づくりを目的に研修会の企画、広報周知を行う。
また、希望事業所への出前講座を実施する。 

○重  ワークライフバランス
の推進 

商工観光課 

事業所が職場のメンタルヘルス向上に積極的に
取り組む動機付けとなるよう、ワークライフバ
ランスの推進に向けた啓発を行う。また、労働
問題に関してもあわせて啓発を行う。 

○重  市民向け精神保健福祉
講座 

糸魚川保健所 
福祉事務所 
健康増進課 

こころの健康づくりや、精神疾患の理解と支援、
障害による差別解消等を目的にした公開講座を
開催する。 

 人権擁護事業 環境生活課 
人権意識向上のため、講演会など啓発活動を行
う。 

 家庭教育支援事業 生涯学習課 

子育て講演会や親子体験学習を通し、生活スタ
イルや家族関係の多様化に対応した学習機会を
提供し、こころの健康づくりも含め、家庭にお
ける教育力の向上に努める。 

○重  
在宅医療・介護連携推
進事業 

福祉事務所 
健康増進課 

認知症や在宅医療等、介護知識の普及啓発を目
的に市民向け講座を開催する。高齢者うつ病や
介護うつなど、自殺問題の普及啓発も併せて行
う。 

 
自殺対策、相談窓口の
広報周知 

糸魚川保健所 
健康増進課 

相談窓口一覧を作成して、市内事業所、関係機
関、相談員等に配布し、市役所各課窓口に設置
する。広報等を活用し、自殺対策の情報周知を
行う。 

 
自殺対策推進月間 
キャンペーンの実施 
(9 月、3 月)      

糸魚川保健所 
健康増進課 

リーフレット配布、ポスター掲示を行う。  
市内図書館で命をテーマに自殺対策を目的にし
た企画展示を行う。 
能生ケーブルテレビで啓発情報を放送する。 

○重  高齢者運転免許証返納
支援事業 

環境生活課 
健康増進課 

高齢者の免許返納後の交通支援と併せ、閉じこ
もり・うつ病予防を目的にうつチェックアンケ
ートを実施する。 

 
各種イベントにおける
展示 

健康増進課 
各地区・高校文化祭、イベント事業で、ストレ
スチェックやアルコールテストを通して精神保
健の啓発を行う。 
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４ 自殺未遂者等への支援の充実  

 自殺未遂者が再度に自殺を図ることは少なくなく、これまでも自殺予防対策の

中に位置付けられてきました。また、自傷行為は心の痛みを和らげようとする一

種の危機回避行動でもある一方で、繰り返すうちに自殺のリスクを高めます。具

体的な自殺行動や自殺リスクのある方について、適切な精神科医療につなぐこと、

また、不安や悩みなどを抱えた際の対処方法や助けを求めることのできる相談先

等の啓発に努めます。 

 

○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  自殺未遂者への支援 
消防本部 
糸魚川保健所 
健康増進課 

自殺未遂による救急搬送者には、相談窓口等の
情報提供を行う。また、救急搬送後のケアにつ
いて、関係機関で情報共有を行い、支援につな
げる。 

 こころの健康相談会 
糸魚川保健所 
健康増進課 

医師、精神保健福祉士、保健師が電話や面談で
相談に対応し、適切な医療やサービスなどの支
援につなげる。 

○重  
自殺予防対策業務連絡
会 

糸魚川保健所 
健康増進課 

地域での自殺の状況を共有し，より効果的な自
殺対策の推進につなげる。 

 
自殺ハイリスク者ケア
会議 

糸魚川保健所 
健康増進課 

自殺未遂者について、問題解決に向けた関係者
会議を行い、適切な支援と再企図を予防する。  

 

 

５ 自死遺族等への支援の充実     

 自殺は、親族のみならず職場の同僚や友人、支援者等に様々な思いを抱かせま

す。自殺総合対策大綱の改定等で自死遺族等を取り巻く環境は変化していますが、

いまだに自殺に対する偏見があります。自殺に対する偏見をなくし、自死遺族等

が心理面や生活面で適切な支援を得られるよう努めます。 

○重 …重点施策 
区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

 差別や偏見の解消 
健康増進課 
福祉事務所 

自殺や精神疾患等に係る誤解や偏見の解消のた
め、自殺予防週間や自殺対策強化月間等を活用
し、普及啓発を図る。 

 相談支援の充実 
糸魚川保健所 
健康増進課 

自死遺族等の相談に対応するほか、上越圏域で
開催されている自死遺族の集い等の紹介を行
う。 
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６ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 

 

本市では、過去に児童生徒の自殺はありませんでした。しかし、将来の自殺リ

スクを低減させるためにも対策に取り組む必要があります。 

学校や地域において、全ての児童生徒が、自他を尊重する意識、悩んだときの

対処方法、こころの健康の保ち方を学ぶ教育を推進します。 

 

  ○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  各種相談窓口の周知 こども教育課 
児童生徒及び保護者の悩み相談へ対応するた
め、電話相談、各種相談窓口の資料やカード等
を小・中学生へ配布する。 

 
児童生徒及び保護者 
への救命講習 

消防本部 

救命講習の際、「辛いとき、困ったとき、また周
囲に辛そうにしている人に気付いたときは、家
族や学校の先生、地域の人など信頼できる大人
へ相談することも救命につながる大切なこと」
を啓発する。 

○重  個別相談、支援 こども教育課 

児童生徒及び保護者の悩み相談へ対応するた
め、学校に相談員を配置し、個別相談会を実施
する。また、関係機関と連携し、個別に対応す
る。 

 
 

教職員研修 
こども教育課 
健康増進課 

いじめや自殺問題に関する注意喚起、情報提供
を行い、教職員向けの研修会の開催を支援する。 

 
道徳教育・心の教育に
関する授業 

こども教育課 
困難やストレスに直面したとき、信頼できる大
人に助けの声が上げられることを目標とした教
育を実践する。 

 
いじめ・不登校等対策
支援事業 

こども教育課 
子どもの悩みや課題に応じた適切な指導や支援
を行い、家庭や地域と連携して、相談体制の充
実を図る。 

○重  
学校への出前講座（メ
ンタルヘルス） 

糸魚川保健所 
こころの不調や精神疾患などメンタルヘルスに
関する正しい知識を普及する。また、こころの
不調時の身近な相談先を紹介する。  
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第５章 重点施策の具体的な取組 
 

 

 本市の現状と課題を踏まえ、特に自殺死亡率の高い高齢者と働き盛り世代への

対策、国の重点施策でもある子ども・若者の自殺対策を重点的に取り組みます。

必要な情報が本人や家族等に届くこと、また、地域全体での見守りが徹底され、

悩み苦しんでいる方が相談支援体制に早期につながり、誰も自殺に追い込まれる

ことのない糸魚川の実現を目指し、積極的に取り組みます。 

    

 

１ 高齢者の自殺対策の推進  

高齢者は、身体疾患の発症や悪化に伴い生活の不便や介護の問題、また家族や

知人との離別死別による孤独感など、様々な自殺リスクがあります。支援者によ

る気付き、見守り支援の充実と高齢者自身への生きがいづくりを併せて取り組み

ます。 

 

具体的な取組 

 
(1)家族・地域を含む支援者の「気付き」と「対応力」の向上支援 

  日々の見守りの中で、高齢者のうつ症状、自殺リスクに早く気付き、必要な

支援につなぐことができるよう、支援者の役割に応じた研修、講座を開催しま

す。 

(2) 高齢者が役割と生きがいを実感できる地域づくりの推進 

  高齢者が家に閉じこもることなく、生き生きと暮らせるよう地域の見守りや

相談を充実させ、地域での教室や講座を通し社会参加を進めます。 

(3) 適切な介護サービス等の利用支援 

  高齢者の心身の状態に合わせて、適切な時期・内容の支援や介護サービスが

利用できるよう、介護保険制度等の情報の発信や相談体制の充実に努めます。 

(4) 高齢者の相談・支援先情報に関する周知 

高齢者自身やその家族、地域の支援者が、心身の困りごとや不安等について、

相談先情報に関する周知を進めます。 
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２ 勤務問題に関わる自殺対策の推進 

 

 働き盛り世代の自殺の背景は必ずしも勤務問題だけではありませんが、コロナ

禍における働き方の変化や長期休業の影響など、様々なリスクを抱えた有職者が

います。また、市内における事業所の多くが小規模であり、小規模事業所では一

般的にメンタルヘルス対策が展開しにくい状況を踏まえ、関係機関とも連携し重

点的に取り組みます。 

 

具体的な取組 

 
(1)勤務問題の理解を深め、相談先についての周知強化 

当事者とその家族、事業所などの支援者に対して、相談・支援機関に関する

情報周知を行います。また、生活・就労支援、障害者支援、子育て支援など、

関係機関の様々な相談窓口においても、周知の強化を図ります。 

(2)職域団体へ健康経営の理念に基づく、こころの健康づくり実践への支援 

市内企業、事業所へこころの健康問題を情報提供し、健康管理部門と協力し

ながら人材養成研修や出前講座等により、こころの健康づくりを支援します。

また、ライフステージ別のうつ病やアルコール障害についての正しい知識の普

及啓発を行い、早期相談・早期受診を勧めます。 

 

 

３ 子ども・若者の自殺対策の強化 

自殺は、様々な悩みを抱えた際に、感情が落ち込み、正常な判断ができなくな

った結果の「追い込まれた末の死」と言われています。悩みを抱えた人が追い込

まれて孤立しないよう、家族や知人、支援者等が変化に気付き早期に適切な支援

につながるよう、相談窓口等の周知を積極的に行います。 

また、精神疾患の発病は、環境が変わる高校卒業、就職後の若年世代に多く、

周囲には分かりにくい状況もあります。早期に適切な支援や医療が受けられるよ

う教育・福祉関係機関等と連携を強化し、取り組みます。 

 

具体的な取組 

 
(1) 相談窓口の周知強化 

  若者が様々な困難やストレスに直面した際に、一人で抱え込むことなく相談

できるよう、市内学校や企業等への相談先に関する情報の提供、またイベント

などの機会を活用した相談先情報の周知を強化します。 
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(2) 学校や市内企業等へのこころの健康づくり実践の支援 

  市内学校や企業、事業所等へこころの健康問題や自殺に関する情報を提供し、

関係者が連携し早期に対応できる体制を整えます。 
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第６章 生きる支援の関連施策 
 

 

生きることの包括的な支援を実施・継続します。 

  

                             

  ○重 …重点施策 

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

○重  市民交流の場の確保 企画定住課 

地域の活性化を図るとともに、市民が自分の居
場所や役割を見出し、地域で安心した生活を送
れるよう、世代を超えて自由に集い交流できる
場づくりを行う。 

○重  一般介護予防事業 
福祉事務所      
地 域 包 括 支 援 セ
ンター 

介護予防を通じて自立を促し、また各種福祉サ
ービスの活用により、高齢者の生活機能の向上
を図る。 

○重  高齢者の生きがいづく
り 

福祉事務所 
地 域 包 括 支 援 セ
ンター 

老人クラブやシルバー人材センターへの助成、
生涯学習活動などを通して高齢者の生きがいづ
くりへの支援を行う。また、要介護状態になっ
ても、閉じこもらず張り合いのある生活を支援
するため、福祉・介護サービスの充実を図る。  

 生涯学習の推進 生涯学習課 
子どもから高齢者まで、様々な学習や体験、活
動を通したつながりの中で、自分らしい生き方
の発見を支援する。 

 親子の絆応援事業 
こども課 
生涯学習課 

子育て支援の各種教室や小中学生を対象とした
講座などを通して、愛着形成の大切さを学び、
自己肯定感の向上を支援する。  

 障害者相談支援事業 福祉事務所 

多様な相談に対応できる専門相談員を配置し、
障害を持っても、自立して生きがいのある生活
が送れるように支援する。また、居場所づくり
や社会参加のための環境調整を行う。  

 各種相談会の開催 
福祉事務所 
環境生活課 

法律や人権問題、女性相談、負債や消費者金融
など様々な問題に対応できるよう、専門家を配
置し支援を行う。 

 生活困窮者自立支援事
業 

福祉事務所 
経済的困窮状態にある人や、複合的な課題を抱
え社会的孤立状態にある人への相談支援を行
う。 

 いじめ・不登校等対策
支援事業 

こども教育課 
児童生徒の人権意識の高揚を図り、いじめ・不
登校の防止に努める。併せて相談体制の充実を
図る。 

 スポーツ推進 生涯学習課 
スポーツを通した交流機会の提供により、生き
がいづくりの支援を行う。 

 家族介護支援事業 福祉事務所 
介護相談や認知症カフェ等、介護家族の相談支
援を行い、介護負担、精神的不安の緩和を図る。 
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    ○重 …重点施策 

    

区分 項目 担当課 目的・事業内容等 

 公営住宅事務 建設課 

生活困窮や低収入、家庭生活のトラブルなど、
自殺のリスクとなり得る問題を抱えているケー
スもあるため、必要な支援につなげられるよう
な体制づくりを行う。困りごとに気付き、つな
げる役割を担えるよう、職員の対応力向上を図
る。 

 徴収・収納事務 市民課 

 福祉・生活相談事業 
福祉事務所 
健康増進課 

 消費者相談事業 

環境生活課  人権相談事業 

 女性のための相談事業 

 職員の健康管理事務 総務課 
市民からの相談に応じる職員の心身両面の健康
維持増進を図ることで、支援者の支援を行う。  
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第７章 計画の推進体制 
 

 

１ それぞれの役割 

 

（１） 市民 

  自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」であり、危機

に陥る人の心情や背景、誰かに支援を求めることが大切であるということを理

解し、自身と家族や周りの人のこころの不調に早く気付き、適切に対処できる

ように努めます。そのためにも、日頃から周囲の人とのコミュニケーションを

図ります。 

また、こころとからだの健康づくりに積極的に取り組みます。 

 

（２） 地域 

地域での様々な活動をとおし、健康づくりを推進します。その中で、地域の

交流を図り、人と人とのつながりをつくります。近所で声を掛け合い、知人の

変化や困りごとに気付き、支援・相談の窓口につなげていきます。 

  

（３）企業・事業所 

  ワークライフバランスやメンタルヘルスケアを中心とした健康づくりを推進

するなど、従業員の健康管理に努め、働きやすい職場づくりを行うことにより

従業員のこころとからだの健康づくりに取り組みます。 

 

（４）学校 

  児童生徒の保護者、地域やその他の関係機関と連携を図りながら、全ての児

童生徒に対し、自他を尊重する意識、悩んだときの対処方法、こころの健康の

保ち方に関する教育と啓発に努めていきます。 

 

（５）関係機関 

  それぞれの活動内容の特性に応じて、積極的に自殺予防対策に関する業務・

役割を遂行するとともに、相互に連携を図り、地域を挙げて自殺対策に取り組

みます。 

 

（６）市 

  各種統計・自殺実態の分析、自殺に関する事例検討、振返り等から本市の自

殺対策の課題を明らかにし、本計画の進捗管理を行うとともに、各関係機関と

連携・協働し自殺対策の推進を図ります。 
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２ 糸魚川市健康づくり推進協議会 及び自殺対策庁内 

  委員会の取組 
  

自殺対策を推進するため、関係機関や民間団体等で構成する「糸魚川市健康づ

くり推進協議会」において、協議を重ねながら計画を推進します。 

また、庁内の関係部署から成る「自殺対策庁内委員会」を設置し、市における

総合的・横断的な対策を推進していきます。 

 

 

糸魚川市健康づくり推進協議会 

医
療
関
係
団
体 

民
間
団
体 

事
業
所 

学
識
経
験
者 

関
係
行
政
機
関 

健康いといがわ 21 及び糸魚川市自殺対策計画の協議

（こころの健康づくりと自殺対策を併せて協議） 

■ 年度別事業計画の実施評価及び課題検討 

■ 関係機関との連携及び調整 

 

 

 

自殺対策庁内委員会 

総
務
部 

産
業
部 

教
育
委
員
会 

市
民
部 

消
防
本
部 

企
画
定
住
課 

総
務
課 

建
設
課 

商
工
観
光
課 

生
涯
学
習
課 

こ
ど
も
教
育
課 

こ
ど
も
課 

健
康
増
進
課 

福
祉
事
務
所 

環
境
生
活
課 

市
民
課 

警
防
課 

糸魚川市自殺対策計画の協議、実施及び見直し 

■ 自殺の実態・課題の共有 

■ 年度別事業計画案の検討 

■ 人材養成・教育・啓発の強化、相談支援窓口の明確化 

■ 各課の連携体制強化 

 

進捗状況の確認 

検証・評価 

事業実施 

課題・対策の検討 
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糸魚川市健康づくり推進協議会      自殺対策庁内委員会 

構成団体                 

 

 

                      

 

 

 

 

（令和５年４月１日現在） 

 

健康づくり推進委員の任期は２年間であり、所属団体等については現在の委員のもので

す。 

 

 

 

 

関係課 係 

総務課 職員係 

企画定住課 地域振興係 

商工観光課 企業支援係 

建設課 管理住宅係 

こども課 親子健康係 

こども教育課 こども教育係 

生涯学習課 生涯学習係 

市民課 納税係 

環境生活課 市民生活係 

福祉事務所 
援護係 

地域包括ケア係 

健康増進課 保健係 

消防本部警防

課 
 

区分 団体名 

医療関係 

団体 

糸魚川市医師会 

上越歯科医師会糸魚川支部 

糸魚川薬剤師会 

糸魚川市国民健康保険事業の

運営に関する協議会 

民間団体 

糸魚川市食生活改善推進委員

協議会 

糸魚川市スポーツ協会 

事業所 

糸魚川商工会議所 

ひすい農業協同組合 

デンカ株式会社青海工場 

学識経験者 

糸魚川市健康づくりセンター

指定管理者 

糸魚川健康づくりパートナー

ズ 

糸魚川市養護教員会 

糸魚川地区運動推進員 

関係行政 

機関 

新潟県糸魚川地域振興局健康

福祉部 

地区公民館 
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３ 推進体制 

 

 市の取組のほか、保健医療福祉機関、教育機関、事業所、他関係機関と協働し、

様々な分野からの意見を取り入れることで、ｗ目標の達成に向け効果的な自殺対

策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会が連携・協働する自殺対策 

市 民 

地 域 

医療機関 

（病院、診療所、薬局） 

教育機関 

（学校、各相談機関） 

企業、事業所団体 
 

高齢者等地域見守り 

ネットワーク団体等 

(民生委員、老人会等) 

介護福祉関係機関 

社会福祉団体 

消防、警察 

糸魚川市 
糸魚川保健所 

自殺対策庁内委員会 

糸魚川市健康づくり推進協議会 

上越地域いのちと 
こころの支援センター 

自殺未遂者等対策連携検討会 
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